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年 報 発 行 に あ た り 

 

           

大仙市誕生から１１年目となった平成２９年は、「大仙市アーカイブズ」の開館という、本

市の文書管理において大きな節目の年となりました。 

民 主 主 義 の 根 幹 を 支 え る 知 的 資 源 の 公 文 書 と 地 域 史 料 の 保 存 管 理 と い う 使 命 を 受 け 、 

出航した大仙市アーカイブズの最初の年報発行にあたり、開館に至る経緯等をご紹介させて

いただきたいと思います。 

全国的に昭和の合併において、旧自治体の文書の引継ぎに関して後年になって、廃棄や滅

失などの問題が表面化したことは、本市を構成する旧市町村も同様であり、合併移行期も含

めて新市の文書保存の方向性について、内部検討を重ねておりました。 

こうしたことに加え、平成１９年には市民の方から市長に対して「未来の子供たちのため

に、ふるさとの記録や記憶を伝えるアーカイブズを設置してほしい」という切実な訴えがあ

ったことは、公文書館機能の構築をめざして帆を張り出したばかりの本市にとって、 

正に追い風が吹き込んでくれるものとなりました。 

以来１０年余り、公文書館法に規定する「公文書館」の設置をイメージしながら、ハード

とソフトを模索する中で、研究者と市民の代表者で構成する「大仙市公文書館設置懇話会」

からのご助言とご指導は、何よりも心強く、航海になくてはならない羅針盤のような位置付

けになったことは言うまでもありません。 

さらに、基礎自治体として単独でも取り組む必要がある公文書館整備が、国土交通省の 

社会資本整備総合交付金の空き家対策事業の対象となったことは、財政的に厳しい本市にと

っては大変ありがたいことであり、他団体における公文書館整備の嚆矢となるとともに、自

治体の文書管理の質的向上と環境整備、さらには公文書館同士のネットワーク構築に資する

ものと確信せずにはいられません。 

こうして５月３日には、国立公文書館長の加藤丈夫氏、全国歴史資料保存利用機関連絡協

議会会長の定兼 学氏をお迎えし、市町村としては東北初となる公文書館「大仙市アーカイブ

ズ」を開館することができました。 

当館の初年度は、思いもよらない豪雨被害による資料レスキューの対応も含めて、大仙市

アーカイブズの目的や機能を「記録と記憶の交差点」のキャッチコピーを用いて、広く市民

の皆様に理解していただく発信型の業務に傾注してまいりました。 

今後もアーカイブズへの資料移管作業及び保存管理の充実を第一に、館運営を行うもので

ありますが、市民共有の知的資源を未来へ引き継ぐための継続する重要な業務として、大仙

市アーカイブズへのさらなるご理解とご協力をお願いするものであります。 

 

平成３１年３月 

 

                   大仙市アーカイブズ館長 細 川 良 隆 
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Ⅰ 大仙市アーカイブズの概要 

 １ 設置目的 

   アーカイブズ（Archives）という言葉は、日本語では「文書館」や「公文書館」、「記

録資料」などと訳されます。国や県、市町村等が作成・取得した公文書、古文書や写真

等の地域史料、そして、映像・音声などの資料の中には、地域の歴史や民俗、政治の歩

みを後世に伝える歴史的価値のあるものがあります。アーカイブズは、これらの資料（「特

定歴史公文書等」といいます。）を保存し、一般に公開して広く利用できる仕組みのこと

をいいます。 

大仙市は、特定歴史公文書等を健全な民主主義の根幹を支える市民共有の知的資源と

位置付け、主権者である市民が主体的に利用できるようにすることが市の重要な責務と

認識し、特定歴史公文書等の適切な保存を図り、行政が適正かつ効率的に運営されるよ

うにするとともに、市が行った諸活動を現在及び将来の市民に説明できるようにするこ

とを目的とします。 

 

 

２ 沿 革 

年 月 日 内 容 

平成１９年  市民から公文書館設置の要望・提言 

平成２３年 ３月 「大仙市アーカイブズ構想」策定 

平成２６年 
４月 １日 総務課に公文書館設置準備室設置 

８月２７日 第１回大仙市公文書館設置懇話会 

平成２７年 

２月 公文書館設置工事基本設計完了 

３月１９日 第２回大仙市公文書館設置懇話会 

６月２５日 第３回大仙市公文書館設置懇話会 

９月２５日 第４回大仙市公文書館設置懇話会 

１２月２４日 第５回大仙市公文書館設置懇話会 

平成２８年 

２月 公文書館設置工事実施設計完了 

３月１７日 第６回大仙市公文書館設置懇話会 

６月２３日 第７回大仙市公文書館設置懇話会 

７月 公文書館設置工事着手 

９月１５日 第８回大仙市公文書館設置懇話会 

１２月２２日 第９回大仙市公文書館設置懇話会 

平成２９年 

２月 公文書館設置工事完了 

３月１４日 第 10 回大仙市公文書館設置懇話会 

４月 １日 大仙市公文書管理規則施行 

５月 ３日 大仙市アーカイブズ開館 
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３ 施設概要 

 （１）所在地 

    秋田県大仙市強首字上野台１番地２ 

                 Tel/Fax 0187-77-2004  

 

 （２）施設の規模 

   ・敷地面積   61,355.48 ㎡ 

   ・延床面積    4,464.18 ㎡ 

   ・書架延長     7,309.31ｍ  （収容可能冊数 約 27 万冊） 

   ・規模・構造  木造一部鉄筋コンクリート造 ２階建て 

   ・駐車場        22台（無料） 

 

 （３）開館等 

   ・開館時間   午前９時から午後５時 

   ・休館日    日曜日、月曜日、祝日、年末年始、特別整理期間 

 

 （４）館内図等 
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４ 組 織 

 

 

   

総務課長    館長（再任用）１名 －副主幹（班長）  １名 

                    －主席主査     １名 

                    －主査（専門職）   １名 

                    －主事       １名 

                    －臨時職員     １名 

                            計 ６名 

 

 

 

５ 歳入歳出決算  （職員給与等を除く） 

歳 入（平成 29 年度） （千円） 

雑 入 ３ 

   計 ３ 

 

歳 出（平成 29 年度） （千円） 

共済費 ２０５ 

賃 金 １，４５２ 

報償費 ５６１ 

旅 費 ３４９ 

需用費 ６，０１４ 

役務費 １９９ 

委託料 ２，６３５ 

使用料及び賃借料 ４２６ 

備品購入費 １，９８２ 

負担金補助及び交付金 ３５ 

   計 １３，８６４ 

 

   主な使途 

    ・開館記念行事（式典、講演会） 

    ・資料保存、展示用備品の導入 

    ・施設維持管理費（電気・水道・燃料費、業務委託等） 

    ・職員研修費 

 

総務部総務課アーカイブズ 
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Ⅱ 平成２９年度事業実績 

１ 公文書の移管収集整理保存 

（１）文書移管業務 

各執行機関が保管している平成 29年 3 月 31 日で保存期間が満了した、または、そ

れ以前に保存期間が満了していた文書の中から、歴史公文書等として当館へ移管す

るため、評価選別を行い、搬入・保存した。 

 

評価選別の状況                             （冊） 

月 日 対 象 移 管 廃 棄 計 

平成 29年 5月 10日～

5月 26 日 
本庁文書庫 145 1,962 2,107 

平成 29年 7月 19日～

8月 8日 
本庁各課 18 422 440 

平成 30 年 1 月 19日 西仙北支所 56 154 210 

合 計 
219 

(7.9%) 

2,538 

(92.1%) 

2,757 

(100%) 

 

 

（２）合併前の８市町村文書整理業務 

本庁・各支所等に保管している合併前の８市町村が作成した文書を移管・整理・保

存した。 

                               （冊） 

年度 前年度残 移管 整理済 未整理 旧市町村 

平成 29  3,223 2,132 1,091 大曲市 
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２ 地域史料の移管収集整理保存 

（１）史料搬入整理保存業務 

支所等に保管している地域史料を搬入・整理した。 

搬入点数 2,541 点 

（２）デジタルデータの公開 

池田家文書 923 点 

（３）古文書整理ボランティアの協力 

仙北地域、西仙北地域、南外地域 25 人参加 

 

 

３ 図書資料等の収集整理保存 

                              （点） 

行政刊行物 一般図書 学術雑誌等 計 

1,052 150 92 1,294 

 

 

４ 所蔵資料の公開状況 

特定歴史公文書等 図書資料等 

歴史公文書 地域史料 

1,294 点 2,132 件 

2,566 冊 

（分冊含む） 

923 点 

 

 

５ 利用状況 

 （１）年間利用状況 

年度 
開館

日数 

一般利用 行政利用 

入館者

数 

利用請

求者数 

利用請

求資料

数 

複写交

付枚数 

入館者

数 

利用 

資料数 

複写交

付枚数 

平成 29 226 1,445 30 154 2,035 161 28 4 
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（２）月別利用状況               ※ 平成 29年 5月 3日開館 

月 

開
館
日
数 

一般利用 行政利用 

入館者

数 

利用請

求者数 

利用請

求資料

数 

複写交

付枚数 

入館者

数 

利用 

資料数 

複写交

付枚数 

４月 - - - - - - - - 

５月 21 474 5 20 51 20 8 0 

６月 22 188 1 3 74 12 0 0 

７月 21 136 9 68 342 4 0 0 

８月 22 112 3 13 549 0 0 0 

９月 21 42 5 28 746 3 10 4 

10月 20 286 3 7 177 112 0 0 

11月 19 75 0 0 0 9 8 0 

12月 19 18 1 3 63 1 2 0 

１月 20 13 1 2 17 0 0 0 

２月 20 74 1 5 16 0 0 0 

３月 21 27 1 5 0 0 0 0 

合計 226 1,445 30 154 2,035 161 28 4 

   

 （３）送迎対応人数             （４）視察等団体数 

月別 

送迎 

対応 

（人） 

内訳（人） 

 

月別 
視察等 

団体数 

内訳（団体） 

人数 刈和野

駅 

峰吉

川駅 
市内 市外 

４月 - - - ４月 - - - - 

５月 0 0 0 ５月 6 2 4 112 

６月 6 0 6 ６月 8 2 6 139 

７月 2 2 0 ７月 8 3 5 72 

８月 1 0 1 ８月 3 1 2 34 

９月 0 0 0 ９月 3 1 2 14 

10月 1 0 1 10 月 11 7 4 153 

11月 2 2 0 11 月 5 2 3 45 

12月 0 0 0 12 月 0 0 0 0 

１月 0 0 0 １月 0 0 0 0 

２月 0 0 0 ２月 3 2 1 64 

３月 0 0 0 ３月 １ 1 0 15 

合計 12 4 8 合計 48 21 27 648 

   ※事前申し込みでアーカイブズ最寄駅に送迎対応 
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６ 広報普及活動 

  （１） 展 示 

    ア 常設展 （展示室１） 

     ・アーカイブズ啓発展示「アーカイブズってなぁに？」 

     ・アーカイブズ改修工事の記録紹介 

     ・井上一郎、木村伊兵衛写真展 

     ・近世の絵地図複製展示 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

    イ 企画展 （展示室１・２） 

     ・開館記念展示 

       期 間 ： 平成２９年５月３日（水）～３１日（水） 

来館者 ： ４７４人 
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・望郷写真展 「木村伊兵衛・井上一郎が残した情景」 

       期 間 ： 平成２９年６月１７日（土）～９月１日（金） 

来館者 ： ３５３人 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ・秋田わか杉国体開催１０周年記念企画展 

「公文書から見る秋田わか杉国体 

―さらば、私たちのスギッチ！―」 

       期 間 ： 平成２９年１０月１２日（木）～１２月２７日（水） 

来館者 ： ２５８人 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ウ ポスター展示（館内） 

「４８（よんぱち）豪雪その時･･･」 

期 間：平成２９年１２月２６日（火）～平成３０年３月３０日（金） 

来館者：８７人 

 

    エ 館外展示 

      「記録と記憶の交差点 大仙市アーカイブズについて」 

場 所：秋田県生涯学習センター１階ホワイエ 

期 間：平成 29年 10 月 24日（火）～31 日（火） 
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  （２）講師等派遣 

平成２９年度アーカイブズ研修Ⅰ（平成 29 年 9 月 7日（木）） 

・主催 国立公文書館主催   

・会場 朝日生命大手町ビル 24Ｆ 大手町スカイルームＥ 

      ・「アーカイブズ事例報告（大仙市アーカイブズ）」 

        蓮沼 素子主査 （事例報告） 

 

第４３回全国歴史資料保存利用機関連絡協議会（神奈川県相模原市）大会 

            （平成 29 年 11月 9日（木）～10日（金）） 

      ・「公文書館法３０年座談会」 

蓮沼 素子主査 （コメンテーターとして） 

・ポスターセッション 

        大仙市アーカイブズの開館及び被災文書レスキューについて紹介 

  

 

 

 

 

 

 

 

    大会テーマ研究会              ポスターセッション 

 

              

 （３）職員研修 

   文書主任会議の開催  （主催：市総務課・大仙市職員向け研修） 

月 日：平成２９年１０月１１日（水）～１２日（木） 

内 容：大仙市公文書管理規則施行に伴う変更点や文書主任及び文書整理 

員の役割について、また、公文書の作成からアーカイブズへの移管 

に至るまでの文書事務の流れについて説明を行った。（総務課文書 

法制班と共催） 

出席者数： １１１人（市職員） 

 

 

全国公文書館長会議  （主催：国立公文書館・アーカイブズ職員向け研修） 

  月 日：平成２９年６月８日（木）～９日（金） 

  会 場：ベルサール飯田橋・防衛省防衛研究所 

参加者：細川良隆館長、森川悌一副主幹 
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７ 被災資料レスキュー 

  （１）被災の概要 

     平成 29年 7月 21日から 22日

にかけての豪雨により、協和地

域を流れる淀川が氾濫し、社会

福祉法人大空大仙の運営する淀

川保育園が被災した。園舎内に

泥水が入り、教室や事務室など

が使用不能になった。（淀川保育

園は平成 29 年 9 月 30 日に閉園

となり、現在は協和まほろばこ

ども園に統合。） 

     平成 29 年 7 月 26 日に連絡を受け、文書や写真、アルバム等をアーカイブズへ運

搬し、その後、直ちに乾燥・クリーニング・補修・綴じ直しの作業を開始した。 

   

（２）復元対象資料（被災資料） 

   文書 125 冊、書籍 2 冊、冊子 2 冊、ＣＤ8 枚、ＵＳＢメモリ 2 本、卒園アルバム

（冊子）19 冊、フリー台紙アルバム 2 冊、写真 1 箱、タイムカード（平成 23～29

年度分） 

 

（３）クリーニング・補修・綴じ直し作業方法 

  ・文書はクリーニング・補修のうえ、新たなファイルへ綴じ直しする。 

  ・アルバム（冊子）はクリーニングのうえ、デジタル化を実施する。 

   ・アルバム（写真）はクリーニング・貼り直しのうえ、デジタル化を実施する。 

  ・写真はノンバファー紙で保護のうえ、箱に収納する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （４）作業の期間 

     平成２９年７月２６日～平成３０年４月１８日 
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（５）物資の協力 

・大型扇風機１台（国文学研究資料館貸与） ・・・資料乾燥用 

    ・古新聞（大曲図書館） ・・・キッチンペーパー新聞サンド用 

    ・ダンボール（市内印刷業者） ・・・キッチンペーパー段ボサンド用 

 

（６）ボランティアの協力 

   乾燥作業用ダンボールサンドの作成（仙北古文書ボランティア） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ボランティアの活動             資料の乾燥（テープの色で作業進捗を区別） 

 

（７）資料の引渡し 

   レスキュー作業の完了資料（一括）を平成３０年４月１９日に社会福祉法人大空

大仙に引渡した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  社会福祉法人理事長にレスキュー作業を報告 
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８ 公民館所蔵資料調査 

  平成２８年度に総務課公文書館設置準備室が実施した、歴史資料所在調査の結果を受

け、二つの公民館の所蔵資料状況について現地調査を行った。棚に直接置かれていた文

書を保存箱に入れ替え、概要調査目録を作成した。（内容は大曲市へ合併前の土地関係、

戸籍関係、村会議事録等の公文書） 

市全体では、１７の公民館に資料が所蔵されているが、保存状態を考慮して２館を優

先的に実施した。 

 

  ・角間川公民館（大曲地域） 

調査日： 平成２９年１２月１５日、平成３０年１月１１日 

簿冊 491 冊、綴 70 点、絵図・図面 14 点、冊子 6冊、封筒入 28点、 

写真 16 点、バラ文書 13 点、一括 18 点 

計 656 点  

 

 

  ・四ツ屋公民館（大曲地域） 

調査日： 平成２９年１２月１９日、２１日 

簿冊 791 冊、綴 10 点、絵図・地図 119 点、冊子 13 冊、封筒入 5 点、 

一括 1 点 

計 939 点 

 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

棚に置かれた資料（角間川公民館）             文書箱へ収納 
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９ 施設管理 

（１）温湿度等調査（データロガー使用） 

ア 温度、湿度 

計測場所：閲覧室、展示室１、双小アーカイブズ、大書庫４カ所、 

資料整理作業室１、資料整理作業室２、特別貴重書庫１、 

貴重書庫１    ８か所 

 

イ 照度、紫外線 

計測場所：閲覧室、展示室１  ３か所 

 

（２）生物被害調査 

ア トラップ調査 

 設置場所：玄関、閲覧室（受付）、閲覧室（窓側）、休憩室、倉庫１、双小

アーカイブズ、資料整理作

業室１・２、倉庫３、大書

庫前室、大書庫入口、大書

庫外側ドア前、大書庫西奥、

大書庫ステージ下、２階西

側廊下、貴重書庫１・６、

２階東側廊下、展示室１・

２  ２０か所 

回数：年５回 （設置期間は概ね２か

月単位） 

 

 

                      

データロガーとトラップ 

イ 目視調査 

職員が館内で発見した場合、随時報告、記録した。 

 

     ウ 捕虫器設置・調査（委託） 

       設置場所：大書庫外側ドア前、トイレ入口、荷解室  ３か所 

 

（３）生物被害対策 

ア 清掃 （通年の業者への委託清掃を除く） 

・大書庫床清掃  9月 19 日、10月 16日、11 月 20 日、 

12月 25 日、3 月 5 日 

棚清掃  12 月 25 日（全棚）、随時 

・２階廊下、倉庫 随時 

・１階閲覧室、展示室、トイレ等 週５日（委託） 
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イ 進入経路の特定と対策 

・窓、ドア トラップから進入経路を特定し、マスキングテープで塞ぐ対

策を実施 

・２階網戸 隙間をマスキングテープで塞ぐ 

 

 

ウ 草刈り  委託 8回、職員 9 回 計 17 回 

 

エ 除草剤散布 2 回 

 

オ 忌避対策 

・ガラス面に防虫剤塗布及び建物外周への忌避剤散布 

（7月、9 月、10月） 

・クモ、コウモリ対策の忌避剤散布（建物外壁） 

 

 

 

１０ 特記事項 

   東北地方で初となる市町村立公文書館「大仙市アーカイブズ」の開館を記念して、

記念セレモニーを行った。 

 

（１）開館式 

平成２９年５月３日（水）１４：００ 

・市長式辞 

・経過報告 

・感謝状贈呈 

・来賓祝辞 

・テープカット 

（終了後、施設見学） 

出席者 120 名（国立公文書館長、秋田県公文書館長、全史料協正副会長、国・

県・市議会議員、市民ボランティア等） 

 

（２）開館記念講演会 

平成２９年５月３日（水）１６：００～１７：００ 

演題：アーカイブズには『いのち』がしみこんでいる 

講師：全国歴史資料保存利用機関連絡協議会 

会長 定 兼  学 氏（岡山県立記録資料館長） 

会場：強首地区多目的研修施設（大仙市アーカイブズ近接） 
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（３）祝賀会 

平成２９年５月３日（水）１８：３０ 

会場：大曲エンパイヤホテル 

 

（４）開館記念一般施設見学会  

平成２９年５月４日（木）、５日（金） ９：００～１５：３０ 

２日間で市民など１３２人が来館見学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テープカット後には打ち上げ花火も       定兼氏（全史料協会長）の講演 
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Ⅲ 平成３０年度事業計画 

 １ 職員体制の充実 

   臨時職員を増員し、資料整理業務を加速させることで、収蔵資料を拡充させる。 

 

２ 公文書の移管・整理・保存 

（１）文書移管業務 

各執行機関が保管している保存期間が満了する文書の中から、歴史公文書等として

当館に移管するための評価選別を行い、満了後に保存する。 

 

（２）合併前８市町村文書整理業務 

本庁・各支所等に保管している合併前の８市町村が作成した文書を移管・整理・保

存する。 

 

３ 地域史料の移管収集整理保存 

（１）史料搬入整理保存業務 

支所等に保管している地域史料を搬入・整理する。 

 

（２）古文書整理ボランティアの協力 

仙北地域、西仙北地域、南外地域の古文書ボランティアの協力を得て、地域史料の

整理・解読を行う。 

 

４ 図書資料等の収集整理保存 

  行政刊行物等の図書資料等の収集・整理・保存を行う。 

 

５ 広報普及活動 

（１）アーキビスト体験ツアー 

     夏休み期間中の小学校高学年から中学生を対象に、館内のバックヤードを回りな

がらアーカイブズやアーキビストの仕事を深く知ってもらい、身近に感じてもらう

ことを目的とする。 

 

（２）アーカイブズ講座 

公文書を使って、地域の新たな歴史や魅力を発見してもらう講座を開催する。 

 

（３）職員研修 

    ア 新規採用職員研修（文書法制班との共催） 

      新規採用職員向けの文書事務研修 

 

イ 文書主任研修 

     各課の文書主任向け研修 
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ウ アーカイブズ職員研修 

     当館職員を国立公文書館主催研修に派遣 

 

 

６ 大仙市「明治１５０年」事業 

大仙市における近代のあゆみをテーマに、市民と共に近代化による地域の変貌につい

て歴史資料等をとおして振り返り、未来を担う若者に祖先の事跡を伝え、これからの

大仙市のあり方について、勇気と希望を持った将来像を描いてもらう契機とする。 

 

（１）講演会・シンポジウム 

ア ふるさとの近代を考える―１８６８～１９４５年― 

開催日：７月２９日（日） 

場 所：大曲交流センター講堂 

 

イ 近代への道程―戊辰戦争と人びと― 

    基調講演とシンポジウムを開催する。 

    開催日：平成３０年８月１９日（日） 

    場 所：大曲市民会館小ホール 

 

ウ 変貌するふるさと―近代教育と交通・産業― 

開催日：平成３０年９月３０日（日） 

場 所：神岡農村環境改善センター 

 

エ １９４５年―大日本帝国臣民から日本国民へ― 

開催日：平成３０年１０月２０日（土） 

場 所：花火伝統文化継承資料館 

 

（２）ふるさと再発見！近代化ヘリテージツアー 

ア 戊辰戦争の戦跡をめぐる～ふるさとが戦場となった日～ 

開催日：平成３０年７月２２日（日） 

時 間：１０時から１５時まで 

定 員：３０名 

場 所：角間川・花館・南楢岡・刈和野・峰吉川・福部羅・小種・境・国見地

区の戦跡を訪ねる。 

 

イ 近代化がもたらしたもの～鉄道・酒造・煙火・窯業を中心に～ 

開催日：平成３０年９月２４日（月） 

時 間：１０時から１４時まで 

定 員：３０名 

場 所：鉄道・駅舎、酒造業、醸造業、窯業、煙火業の工場を見学する。 
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ウ 地主達の残照～その邸宅から近代を振り返る～ 

開催日：平成３０年１０月１４日（日） 

時 間：１０時から１４時まで 

定 員：３０名 

場 所：旧池田氏庭園、角間川旧家（本郷・北嶋・荒川・最上）、内小友佐藤

家などの邸宅をめぐる。 

 

（３）企画展示 

ア 大仙市アーカイブズ展示室 

期間：５月１５日（火）～１０月２３日（火） 

 

イ 旧池田氏庭園米蔵内展示施設 

期間：５月１９日（土）～１１月１８日（日） 

 

ウ くらしの歴史館展示室 

     期間：５月１９日（土）～６月１０日（日） 

１０月２０日（土）～１１月１８日（日） 

 

エ 花火伝統文化継承資料館展示室 

     期間：８月５日（日）～１０月２３日（火） 

 

 

 ７ 施設管理 

（１）温湿度等調査 

   温度・湿度・照度・紫外線等の計測 

 

（２）生物被害調査 

   捕虫トラップによる進入経路特定 

 

（３）生物被害対策 

   ・大書庫の床と棚の定期的な清掃 

   ・館内の清掃 

   ・草刈り、忌避対策 

 

  （４）大書庫棟サッシ廻り修繕工事 

     大書庫棟サッシ廻りからの雨漏りを防止する修繕工事を行う。 

 

  （５）施設誘導看板の設置 

     交差点への誘導看板を設置する。 
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Ⅳ 大仙市アーカイブズ運営審議会 （平成 29年度） 

 

 １ 委員一覧                          （敬称略） 

№ 氏    名 所    属   等 備考 

１ 渡辺 英夫 秋田大学教育文化学部教授 会 長 

２ 畑中 康博 秋田県立博物館学芸主事 副会長 

３ 池田 キミ 古文書の会  

４ 茶谷 十六 元財団法人民族芸術研究所所長  

５ 冨樫 泰時 
秋田県文化財保護審議会長、大仙市文化財

保護審議会会長、元秋田県立博物館長 
 

６ 戸嶋  明 元秋田県公文書館館長  

７ 保坂 裕興 学習院大学大学院人文科学研究科教授  

 

 ２ 任期   

平成２９年５月３日から平成３１年５月２日まで  （２年） 

 

３ 会議の開催状況 

   第１回審議会 

日 時 平成２９年９月２７日（水） 14：00～17：15 

     場 所 大仙市アーカイブズ研修室 

内 容 

・諮問事項（なし） 

・協議 

平成29年度（上半期）の事業等について 

   第２回審議会 

日 時 平成３０年３月２２日（木） 14：00～17：15 

     場 所 大仙市アーカイブズ研修室 

内 容 

・諮問事項（なし） 

・協議 

（１）平成29年度（下半期）の事業等について 

（２）平成30年度の事業計画等について 
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資 料 

 

  関係例規 

№ 名     称 公布日・制定日 改正日 

1-1 大仙市公文書管理規則 
交付 平成 29 年 4 月 1 日 

施行 平成 29 年 4 月 1 日 
 

1-2 大仙市公文書評価選別要綱 
制定 平成 29 年 4 月 1 日 

施行 平成 29 年 4 月 1 日 
 

1-3 
大仙市公文書評価選別 

      細目基準 

制定 平成 29 年 4 月 1 日 

施行 平成 29 年 4 月 1 日 
平成 30年 4月 1日 

1-4 
大仙市公文書評価選別 

      実施要領 

制定 平成 29 年 4 月 1 日 

施行 平成 29 年 4 月 1 日 
平成 30年 4月 1日 

    

2-1 大仙市アーカイブズ条例 
交付 平成 29 年 3 月 22 日 

施行 平成 29 年 5 月 3 日 
 

2-2 
大仙市アーカイブズ 

   運営審議会規則 

制定 平成 29 年 4 月 27 日

施行 平成 29 年 5 月 3 日 
 

2-3 大仙市アーカイブズ管理規則 
制定 平成 29 年 4 月 27 日

施行 平成 29 年 5 月 3 日 
 

2-4 
大仙市アーカイブズ 

    資料利用要綱 

制定 平成 29 年 5 月 3 日

施行 平成 29 年 5 月 3 日 
 

2-5 
大仙市アーカイブズ 

資料市職員閲覧借用要綱 

制定 平成 29 年 5 月 3 日 

施行 平成 29 年 5 月 3 日 
 

2-6 
大仙市アーカイブズ 

 資料寄贈寄託受入要綱 

制定 平成 29 年 4 月 27 日

施行 平成 29 年 5 月 3 日 
 

2-7 
大仙市アーカイブズ 

   資料整理公開要領 

制定 平成 29 年 5 月 3 日 

施行 平成 29 年 5 月 3 日 
平成 30年 4月 1日 
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大仙市規則第２号                                                    

 

   大仙市公文書管理規則 

 

目次 

 第１章 総則（第１条―第１２条） 

 第２章 公文書の収受及び配布（第１３条―第１７条） 

 第３章 公文書の処理（第１８条―第３１条） 

 第４章 公文書の浄書及び発送（第３２条―第３６条） 

 第５章 公文書の整理及び保存（第３７条―第５０条） 

 第６章 公文書の選別、移管及び廃棄（第５１条・第５２条） 

 第７章 雑則（第５３条） 

 附則 

   第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この規則は、大仙市の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等を健全な民主主義

の根幹を支える市民共有の知的資源として、主権者である市民が主体的に利用し得るもの

にすることが大仙市の重要な責務であることから、公文書の取扱いについて基本的事項を

定めることにより、公文書の適正な管理及び歴史公文書等の適切な保存を図り、もって行

政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、大仙市の有するその諸活動を現在

及び将来の市民に説明できるようにすることを目的とする。 

 （用語の定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

 （１） 課 市長及び会計管理者の事務部局の課、室等をいう。 

 （２） 課長 前号に掲げる課及び室の長をいう。 

（３） 公文書館等 公文書館法（昭和６２年法律第１１５号）に基づき市が設置する公

文書館又はこれに類する機能を有するものをいう。 

（４） 公文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム及び電

磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができ

ない方式で作られた記録）をいう。ただし、次に掲げるものを除く。 

ア 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的と

して発行されるもの 

イ 特定歴史公文書等 

（５） 歴史公文書等 歴史資料として重要な公文書その他の記録をいう。 

（６） 特定歴史公文書等 次に掲げるものをいう。 

   ア 第５１条第１項の規定により公文書館等へ移管されたもの 

   イ 個人又は団体から公文書館等に寄贈され、又は寄託されたもの 

（７） 公文書等 次に掲げるものをいう。 

   ア 公文書 

   イ 特定歴史公文書等 
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（８） 文書管理システム 公文書に係る事務を庁内の通信回線を用いて管理するシステ

ムをいう。 

（９） 電磁的記録媒体 電磁的記録について電子計算機による情報処理の用に供される

ものに係る記録媒体をいう。 

（１０） 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律（平成１２年法律第１０２号）

第２条第１項に規定する電子署名をいう。 

（１１） 公文書の保管 公文書を分類整理し、課の執務室内のキャビネット等（以下「キ

ャビネット」という。）一定の場所にファイル、フォルダその他の用具を使用し

て収納しておくことをいう。 

（１２） 公文書の保存 書庫等を原則として執務室以外の場所に収納しておくことをい

う。 

 （公文書の作成） 

第３条 課の職員は、第１条の目的の達成に資するため、当該課における経緯も含めた意思

決定に至る過程並びに当該課の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証すること

ができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げる事項その他の

事項について、公文書を作成しなければならない。 

（１） 条例又は規則の制定又は改廃及びその経緯 

（２） 前号に定めるもののほか、庁議、部及び課の長で構成される会議（これらに準ず

るものを含む。）の決定又は了解及びその経緯 

（３） 複数の執行機関若しくは議会による申合せ又は他の執行機関若しくは議会に対し

て示す基準の設定及びその経緯 

（４） 個人又は法人の権利義務の得失及びその経緯 

（５） 職員の人事に関する事項 

 （公文書の取扱いの基本） 

第４条 公文書は、正確、迅速、丁寧に取り扱い、事務が円滑かつ適正に行われるように処

理し、及び管理しなければならない。 

 （総務課長の職務） 

第５条 総務部総務課長（以下「総務課長」という。）は、文書事務について統括する。 

２ 総務課長は、この規則に定める文書事務が適正に行われるように各課における公文書の

取扱い等を調査し、又は適正な処理が行われるように指導するものとする。 

 （課長の職務） 

第６条 課長は、課における文書事務が正確かつ迅速に行われるように所属職員を指揮監督

しなければならない。 

 （文書主任等） 

第７条 課に、文書主任を置く。 

２ 文書主任は、班長（２人以上いる場合は、課長が指名する班長）をもって充てる。 

３ 前項の規定により難い場合は、課長が指名する者をもって充てることができる。 

４ 課に、文書主任の補助者として文書整理員を置く。 

 （文書主任等の職務） 

第８条 文書主任は、課長の命を受け、所属する課における次に掲げる事務に従事する。 

（１） 公文書の審査に関すること。 
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（２） 公文書の授受及び配布に関すること。 

（３） 公文書の処理の促進に関すること。 

（４） 公文書の分類、整理、保管、引継ぎ及び廃棄に関すること。 

（５） 資料及び図書の整理、保管及び利用に関すること。 

（６） 文書事務の進行管理に関すること。 

（７） 文書管理システムの利用の調整に関すること。 

（８） 起案文書の決裁確認に関すること。 

（９） その他文書事務に関し必要な事項 

２ 文書整理員は、文書主任の指揮監督の下、前項各号に掲げる事務を補助する。 

 （文書主任等の指名報告） 

第９条 課長は、毎年度初めに文書主任及び文書整理員を指名し、文書主任等指名（変更）

届（様式第１号）により、総務課長に報告しなければならない。 

２ 課長は、文書主任又は文書整理員を変更したときは、速やかに文書主任等指名（変更）

届により総務課長に報告しなければならない。 

 （公文書の登録） 

第１０条 第２２条第２項の規定により起案し、又は供覧する公文書は、全て文書管理シス

テムにより文書番号を取得し、処理しなければならない。 

２ 同種の公文書を定例的又は大量に処理する場合は、最初の１件を文書管理システムによ

り処理し、以後文書管理システムによらず別の帳票（他のデータベース機能により管理す

る公文書のデータを含む。以下「特例帳票」という。）を使用することができる。 

３ 課長は、特例帳票を使用しようとするときは、あらかじめ総務課長に特例帳票使用承認

申請書（様式第２号）により申請しなければならない。 

 （公文書管理帳票） 

第１１条 公文書の管理に要する簿冊（データベース機能により管理するものを含む。以下

同じ。）は、次に掲げるとおりとする。 

（１） 総務部総務課（以下「総務課」という。）に備える簿冊 

ア 特殊文書収受簿（様式第３号。各支所市民サービス課（以下「市民サービス課」

という。）においても備える帳票） 

イ 議案番号簿 

ウ 議会報告番号簿 

エ 専決処分番号簿 

オ 条例原簿（様式第４号） 

カ 規則原簿（様式第４号） 

キ 訓令原簿（様式第４号） 

ク 告示原簿（様式第４号） 

（２） 課に備える簿冊 

ア 文書登録簿（様式第５号） 

イ 特例帳票 

 （公文書の記号及び番号） 

第１２条 収受し、又は発議する公文書には、軽易な事案に係るものを除き、公文書の記号

を付し、番号を記載しなければならない。 
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２ 文書管理システムにより文書登録をする公文書の記号は、おおむね支所及び課又は課の

名称の頭文字によって構成し、公文書の番号は、文書管理システムの登録番号による。 

３ 特例帳票に登録する公文書の記号は、当該特例帳票への登録年度又は登録年並びに市、

部及び課の名称の頭文字並びに当該事案を表示する１字を加えたものをもって定め、公文

書の番号は、特例帳票の登録番号による。ただし、特別の理由がある場合は、主管課長は、

総務課長の承認を得て別の記号を定めることができる。 

４ 公文書の番号は、毎年４月１日に第１号から一連番号により付け始め、翌年３月３１日

に止める。ただし、原簿等文書管理システムから発番される番号以外の方法により管理す

るものについては、この限りでない。 

   第２章 公文書の収受及び配布 

 （到達文書の取扱い） 

第１３条 市役所に到達した文書（以下「到達文書」という。）は、総務課長又は市民サービ

ス課の課長（以下「市民サービス課長」という。）が受領し、次に掲げるところにより速

やかに処理しなければならない。 

（１） 到達文書は、課ごとに分類し、文書交換箱により主管課へ配布すること。 

（２） 封筒の表示等により特に開封が必要と認められる文書は、開封し、主管課へ配布

すること。 

（３） 内容証明扱い、配達証明扱い及び書留（現金書留を除く。）扱いによる文書並び

に特別送達文書は、文書の余白（開封しないものにあっては封筒）に収受印（様式

第６号）を押し、現金書留は、封をしたまま収受印を押し、特殊文書収受簿に所要

事項を記載して主管課に配布すること。 

（４） ２以上の部又は課に関連する文書は、総務課長又は市民サービス課長と関係部課

長等との協議の上、最も関係があると認められる課等に配布すること。 

（執務時間外の到達文書） 

第１４条 執務時間外の到達文書は、宿日直員が受領し、別に定めるところにより総務課長

又は市民サービス課長に引き継がなければならない。 

 （転送の禁止） 

第１５条 配布を受けた文書のうち、当該課の主管に属しないものがあったときは、直ちに

総務課又は市民サービス課へ返付し、各課相互に転送してはならない。 

２ 総務課長又は市民サービス課長は、前項の規定により文書の返付を受けたときは、当該

文書の内容を確認し、改めて第１３条第１号に規定する手続により、配布しなければなら

ない。 

 （通信回線の利用等により受領した電磁的記録の取扱い） 

第１６条 電磁的記録は、通信回線を利用して受領することができる。ただし、当該電磁的

記録が市に対する申請、届出等に係るもので、かつ、当該行為を行った者の作成に係るも

のであること及び内容の改変が行われていないことの確認を要するものである場合には、

市長が承認した送受信装置（以下「送受信装置」という。）によるものに限る。 

２ 前項の規定にかかわらず、課長は、特別の事情があると認めるときは、電磁的記録媒体

により電磁的記録を受領することができる。 

３ 通信回線を利用する電磁的記録の着信の確認は、文書主任が送受信装置により定期的に

行うものとする。 
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４ 通信回線を利用して受領した電磁的記録のうち、電子署名が付されたものを受信した場

合は、当該電子署名を検証するものとする。 

５ 通信回線を利用して受領し、又は第２項の規定により受領した電磁的記録のうち収受の

処理が必要と認めるものは、当該電磁的記録の内容を速やかに出力し、文書管理システム

に登録することにより、収受の処理を行うものとする。 

６ 前項の紙に記録した場合の取扱いは、第１３条から前条まで及び第１７条の規定により

行うものとする。 

 （課における文書の取扱い） 

第１７条 課長は、配布を受けた文書（以下「配布文書」という。）を次に掲げるところによ

り速やかに処理しなければならない。 

（１） 配布文書は、開封の上、文書の余白に収受印を押し、担当する文書主任へ回付す

る。 

（２） 個人あて又は職名あての親展文書その他開封を不適当と認めるものは、封をした

まま収受印を押し、名あて人に配布する。 

（３） 文書の収受の日時が権利の得失又は変更に関係のある文書及び電報は、収受印の

下に収受時刻を記入し、処理担当者の認印を押して直ちに名あて人に配布する。 

２ 前項の規定にかかわらず、課長は、申請書、届出書等で、課において直接収受し、直ち

に処理を要すると認められるものについては、文書の収受方法を別に定めることができる。 

   第３章 公文書の処理 

 （公文書の処理方針） 

第１８条 公文書は、課長及び文書主任が中心となって速やかに処理しなければならない。 

２ 課長は、公文書を収受したときは、当該公文書を文書主任に回付しなければならない。

ただし、当該公文書が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに上司に供覧して、

直接上司の指示を受けなければならない。 

（１） 重要な公文書で処理について直接上司の指示又は承認を受ける必要のあるもの 

（２） 国又は他の地方公共団体の機関からの公文書で重要と認められるもの 

（３） 事務の性質上その処理が長期の日時を要すると認められるもの（課長の専決に属

する事務を除く。） 

第１９条 文書主任は、前条第２項本文の規定により公文書の回付を受けたときは、当該公

文書の処理を行う職員（以下「事務担当者」という。）を指名し、課長からの指示その他

当該公文書を処理するのに必要な指示をしなければならない。 

２ 公文書の回付を受けた事務担当者は、速やかに文書管理システム上で所要事項を入力し、

公文書の登録を行うものとし、出力された文書処理票（様式第７号）を添付の上、当該公

文書を文書主任に回付しなければならない。 

３ 文書主任は、前項の規定により公文書の回付を受けたときは、事務担当者が処理した公

文書の内容を審査し、課長に回付しなければならない。ただし、必要があると認めるとき

は、自ら処理し、課長に回付することができる。 

４ 軽易な事案に係る供覧は、公文書の余白に供覧の表示をし、供覧押印欄を設けて行うこ

とができる。 

 （収受の場合の入力事項） 

第２０条 事務担当者は、公文書の収受を行うときは、次に掲げる事項を文書管理システム
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に入力し、記録しなければならない。 

（１） 件名 

（２） 先方文書番号 

（３） 先方発信年月日 

（４） 収受年月日 

（５） 文書分類番号 

（６） 処理期限 

（７） 閲覧区分 

（８） 課外合議 

 （公文書の処理の期日） 

第２１条 課に配布された公文書は、原則としてその日のうちに事務担当者に回付されなけ

ればならない。 

２ 事務担当者は、前項により回付された公文書を指定された期日内に処理しなければなら

ない。ただし、指定された期日内に処理することが困難であると認められるときは、課長

の承認を得て期日を延長することができる。 

 （起案） 

第２２条 事案の処理は、全て公文書により決裁を受けなければならない。 

２ 公文書の起案は、軽易な組織内公文書を除き、原則として文書管理システム上で所要事

項を入力し、起案用紙（様式第８号）を出力することにより行わなければならない。 

３ 公文書の文字の訂正は、訂正箇所を電磁的に表示し、若しくは記録し、又は原文を明示

して訂正字句及びその前後の連絡を明らかにし、訂正者の認印を押さなければならない。 

 （入力事項） 

第２３条 事務担当者は、公文書の起案を行うときは、次に掲げる事項を文書管理システム

に入力し、記録しなければならない。 

（１） 件名 

（２） 文書分類番号 

（３） 決裁区分 

（４） 起案日 

（５） 宛先 

（６） 発信者名 

（７） 課外合議 

（８） その他公文書の起案に関し必要な事項 

２ 課長は、起案の決裁又は審査を行うときは、前項各号に掲げる事項を確認しなければな

らない。 

 （関係書類の添付） 

第２４条 起案文書には、必要に応じて起案の理由及び事案の経過を明らかにする資料を添

付しなければならない。 

 （合議による公文書の処理） 

第２５条 ２以上の部又は課に関連する公文書は、主管課で起案し、主管課長は、関係する

部又は課へ合議した後、上司の決裁を受けなければならない。 

２ 前項による合議は、合議先を指定して行わなければならない。 
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３ 合議先の課長は、同意又は不同意を決定しなければならない。 

４ 主管課長は、合議を終えた公文書に不同意等の表示があったときは、直ちに上司の指示

を受けなければならない。 

 （機密公文書等の取扱い） 

第２６条 緊急を要する公文書又は機密公文書その他重要な公文書で決裁を必要とするもの

は、当該公文書の内容を説明し得る職員が持ち回りで決裁を受けなければならない。 

２ 処理後においてもなお機密を要する公文書は、当該機密保持に細心の注意を払わなけれ

ばならない。 

 （未処理公文書の処理の促進） 

第２７条 文書主任は、常に未処理公文書を調査し、自ら処理する場合を除き、事務担当者

にその処理を促進するよう指導しなければならない。 

 （公文書の審査） 

第２８条 文書主任は、次に掲げるところにより公文書の審査を行わなければならない。 

（１） 書体、文体、用語及び用字についての審査 

（２） 法制、行政及び財政の見地からの審査 

（３） その他事案の施行について必要な審査 

２ 前項に規定する審査の結果、軽易なものは訂正し、訂正すべき箇所が多数ある場合又は

疑義ある場合は、事務担当者に返付し再提出させなければならない。 

３ 第１項に定めるもののほか、次に掲げる公文書は、総務課長の審査を要するものとする。 

（１） 条例、規則その他の規程の制定又は改廃に関する公文書 

（２） その他総務課長が必要と認めるもの 

 （決裁確認） 

第２９条 起案者は、起案の決裁終了後、速やかに決裁年月日及び施行年月日を記入の上、

文書主任の決裁確認を受けなければならない。 

２ 前項の決裁確認は、文書主任が当該起案用紙に認印を押し、起案者が文書管理システム

に所要事項を入力することにより行うものとする。 

 （原議書の処理） 

第３０条 前条の決裁確認が済んだ公文書（以下「原議書」という。）を起案した者は、当該

原議書が自己のもとへ回付されたときは、次に掲げるところにより処理しなければならな

い。 

（１） 決裁者の指示事項の有無を確認すること。 

（２） 前号の確認の結果、指示事項があったときは、当該指示に従い処理すること。 

（３） 施行を伴うものについては、施行の処理をすること。 

２ 起案者は、前項第３号の規定による施行の処理終了後、当該起案に係る原議書を執務室

内のキャビネットに保管しなければならない。 

 （文書登録簿の作成及び確認） 

第３１条 課長は、毎月前月に登録した公文書に係る文書登録簿を文書管理システムにより

作成し、総務課長又は市民サービス課長は、作成された文書登録簿を確認するものとする。 

   第４章 公文書の浄書及び発送 

 （公文書の発信者名） 

第３２条 発送公文書は、市長名を用いなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合
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においては、当該各号に定める発信者名を用いるものとする。 

（１） 法令等に定めのあるとき又は特に必要のあるときは、市名又は市役所名 

（２） 対内公文書にあっては、特に重要なものを除き、副市長、部長又は課長名 

（３） 対外公文書のうち、本市の部長名又は課長名あての照会その他に対する回答公文

書等で、その内容が部長又は課長の専決に属するものにあっては、当該部長又は課

長名 

２ 対内公文書には、職名のみを用い、氏名を省略することができる。 

 （浄書及び照合） 

第３３条 公文書の浄書は、原則としてワードプロセッサ機能により各課で行う。ただし、

この方法により難いときは、外注その他の方法によりこれを行うことができる。 

２ 浄書の済んだ公文書は、原議書と照合しなければならない。 

 （公印の押印及び電子署名の付与） 

第３４条 照合を終了した浄書公文書は、施行の際、文書管理システムにより総務課長又は

市民サービス課長の承認を得て、公印を押印しなければならない。ただし、次に掲げるも

のには、公印を押印しないことができる。 

（１） 部内者に対する往復公文書 

（２） 軽易な公文書 

（３） 案内状、礼状、挨拶状その他これらに類する公文書 

２ 前項の規定にかかわらず、電子署名の付与を要する公文書については、照合を終了した

後、電子署名を付与し施行するものとする。 

３ 前項の電子署名を付与するために必要な鍵情報等の発行等については、別に定める。 

 （対外公文書の発送） 

第３５条 発送を要する公文書は、郵送、使送等に区分し、使送するものは、総務課長又は

市民サービス課長に申し込み、発送しなければならない。 

２ 郵送する公文書で、一定の通数を超えるものは、料金後納の方法によることができる。 

 （対内公文書の発送） 

第３６条 対内公文書の発送は、主管課が文書交換箱を利用するものとする。 

２ 対内的な電磁的記録は、庁内の通信回線を利用することにより送付するものとする。 

   第５章 公文書の整理及び保存 

 （公文書の整理及び保存方針等） 

第３７条 公文書は、常に整然と分類して整理し、必要なときに直ちに取り出せるように保

管し、又は保存しておかなければならない。 

２ 毎月２１日を公文書整理の日とし、必要な事項は別に定める。ただし、その日が休日（大

仙市の休日を定める条例（平成１７年条例第１０号）に定める休日をいう。）に当たると

きは、その日より前の休日でない日とする。 

３ 公文書の保管及び保存に当たっては、常に紛失、火災、盗難等の予防の措置を講ずると

ともに、重要なものは、非常災害時に際し、いつでも持ち出せるようにあらかじめ準備し

ておかなければならない。 

 （電磁的記録の保存） 

第３８条 収受し、供覧し、又は起案した電磁的記録は、電磁的記録媒体により保存する。 

２ この規則に定めるもののほか、電磁的記録の保存について必要な事項は、別に定める。 
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 （公文書の保管） 

第３９条 公文書の保管は、課を単位として行う。ただし、主管課長は、他の保管単位によ

ることが適当であると認めるときは、関係課と協議して、これを変更することができる。 

２ 公文書の保管期間は、処理の完結した日の属する年度の翌年度の３月３１日までとする。 

 （文書分類表） 

第４０条 公文書の分類は、文書分類表により行う。 

２ 課長は、文書管理システムにより、文書分類表を作成しなければならない。 

３ 課長は、前項の規定により作成した文書分類表の内容を追加し、削除し、又は変更する

ときは、総務課長に申し出るものとする。 

 （文書登録簿の作成及び整理） 

第４１条 文書登録簿は、各課において、個人情報等の不開示情報のないことを確認し、文

書管理システムにより作成しなければならない。 

２ 文書登録簿は、公文書の検索及び利用に便利なように整理しておかなければならない。 

 （保管用具） 

第４２条 公文書の整理及び保管には、キャビネットを使用する。ただし、キャビネットに

収納することが不適当な公文書については、書類庫、書棚等適当な用具を使用することが

できる。 

 （常用公文書） 

第４３条 課長は、次に掲げる公文書で、当該課において常時利用する必要があると認める

ものを常用公文書として指定することができる。 

（１） 行政処分、争訟等に係る公文書で、その処分に関して事後の指導、監督及び解決

に必要なもの 

（２） 供覧公文書で、事務処理上参照する必要があるもの 

（３） 継続的に記載又は加除することが予定されている台帳等 

（４） その他これらに準ずる公文書 

２ 課長は、前項により指定した常用公文書を文書管理システムにより整理しておかなけれ

ばならない。 

 （公文書の保存年限の種別） 

第４４条 公文書の保存年限の種別は、次に掲げるとおりとする。ただし、法令により保存

年限が定められているものについては、この限りではない。 

（１） １年保存 

（２） ３年保存 

（３） ５年保存 

（４） １０年保存 

（５） ３０年保存 

 （保存年限の設定） 

第４５条 課長は、公文書の保存年限について、法令、条例、規則及び規程等に定めがある

ものを除き、あらかじめ別表に定める文書分類表に設定しておかなければならない。 

２ 総務課長は、各課共通の公文書又は重複して保存される公文書の保存年限について、別

に基準を設けることができる。 

３ 第１項の規定にかかわらず、出納に関するもの（会計事務上の手続書類や確認書類をい
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う。）の保存年限は、別に定めるところによる。 

 （保存年限の起算） 

第４６条 公文書の保存年限の計算は、その完結した日の属する年度の翌年度の４月１日か

ら起算する。 

 （保管公文書の引継ぎの方法） 

第４７条 保管が終了し、公文書の保存を必要とするものの引継ぎは、次に掲げるところに

より、毎年度終了後（暦年により処理する公文書にあっては毎年終了後、常用公文書にあ

っては当該常用期間が満了する日の属する年度末終了後）、総務課長が定める日に総務課

長が定める書庫等に搬入することにより行わなければならない。 

（１） 文書管理システムにより、引継ぎを行おうとする公文書のデータを処理し、保存

年限の順により保存文書目録（様式第９号）を作成すること。 

（２） 前号の規定により作成した保存文書目録に従って、保存公文書の仕分け及び並べ

替えを行うこと。 

２ 公文書の規格、数量又は性質により、公文書の引継方法が前項の規定により難い場合は、

総務課長が別に引継方法を定める。 

 （引継公文書の確認） 

第４８条 総務課長は、前条の規定により公文書の引継ぎを受けたときは、当該公文書の確

認を行わなければならない。 

 （書庫の管理） 

第４９条 書庫の管理者は、総務課長又は市民サービス課長とする。 

２ 総務課長及び市民サービス課長は、書庫における公文書の保存状況を統制管理し、常に

その所在を明らかにしておかなければならない。 

 （保存公文書の貸出し等） 

第５０条 保存公文書の貸出しを受け、又は閲覧をしようとする職員は、総務課長又は市民

サービス課長に申し出なければならない。 

２ 保存公文書を貸し出す場合は、簿冊を単位とし、総務課又は市民サービス課備付けの貸

出簿に、簿冊名、貸出年月日、返却予定年月日、借用する職員の名前を記さなければなら

ない。 

３ 貸出期間は、貸し出された日から６箇月以内とする。ただし、特別な理由がある場合は、

総務課長又は市民サービス課長と協議の上、貸出期間を定めることができる。 

   第６章 公文書の選別、移管及び廃棄 

 （公文書の選別、移管及び廃棄） 

第５１条 総務課長は、保存期間が満了した公文書について、公文書館等を所管する課長と

協議の上、別に定める基準により歴史的価値を有すると認められるものを選別し、歴史公

文書等として公文書館等に移管しなければならない。ただし、保存期間中の公文書であっ

て、歴史的価値を有すると認められるもののうち、利用頻度等の観点から必要性が低いと

認めるものは、主管課長と協議の上、保存期間中に公文書館等に移管することができる。 

２ 前項本文の場合において、総務課長は、歴史公文書等として移管するものを除き、市長

の決裁を得て、公文書を廃棄しなければならない。 

３ 総務課長は、保存期間中の公文書であっても保存の必要がないと認めるものは、主管課

長と協議の上、市長の決裁を得て、廃棄することができる。 
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４ 機密に属する公文書又は他に使用されるおそれのある公文書を廃棄するときは、焼却、

裁断、消去等適正な方法により処理しなければならない。 

 （公文書の継続保存） 

第５２条 主管課長は、保存期間満了後において、更に継続して保存する必要があると認め

られる公文書があるときは、保存期間満了前に保存年限延長申請書（様式第１０号）を総

務課長に提出して承認を受けなければならない。 

２ 総務課長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、当該申請に係る公文書の

保存年限の延長の適否を審査し、延長を適当と認めたときは、当該公文書を引き続き保存

しなければならない。 

   第７章 雑則 

第５３条 この規則に定めるもののほか、公文書の管理に関し必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の日（以下「施行日」という。）前に作成し、又は取得した文書の保存年

限は、保存年限が永年とされている文書については、３０年とし、その他の保存年限の文

書については、課長が現に定めている保存年限とする。いずれの場合においても、文書の

保存年限の起算については、第４６条の規定による。 

３ 前項の規定により保存年限を３０年とした文書のうち、当該文書の保存されてきた期間

が既に３０年を経過しているものについては、施行日をもって歴史公文書等として公文書

館等に移管する。 
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別表（第４５条関係） 

公文書の区分 保存期間 

１ 市の総合計画及び基本方針に関するもの 

２ 特に重要な事務及び事業の計画に関するもの 

３ 市の廃置分合、境界変更及び行政区画に関するもの 

４ 市史及びその編さんに関するもの 

５ 条例、規則、訓令及び告示の制定及び改廃に関するもの 

６ 議案、報告その他市議会に関するもの 

７ 訴訟、調停、不服申立て、陳情及び請願に関するもの 

８ 職員の任免及び賞罰に関するもの 

９ 特に重要な予算、決算に関するもの 

10 公有財産の取得及び処分等に関するもの 

11 施設の管理に関するもので特に重要なもの 

12 工事及び物品等に関するもので特に重要なもの 

13 叙位、叙勲等表彰に関するもの 

14 市長及び副市長の事務引継ぎに関するもの 

15 前各項に掲げるもののほか、30 年保存とする必要があると認めるも

の 

３０年 

１ 重要な事務及び事業の計画に関するもの 

２ 予算、決算に関するもの 

３ 契約、協定等に関するもの 

４ 市債、借入金に関するもの 

５ 統計に関するもの 

６ 許認可等の行政処分に関するもの 

７ 損害賠償及び損失補償に関するもの 

８ 施設の管理に関するもので重要なもの 

９ 工事及び物品等に関するもので重要なもの 

10 前各項に掲げるもののほか、10 年保存とする必要があると認めるも

の 

１０年 

１ 事務及び事業の計画に関するもの 

２ 申請、報告及び届出等に関するもの 

３ 施設の管理に関するもの 

４ 工事及び物品等に関するもの 

５ 職員の服務及び給与等に関するもの 

６ 補助金及び交付金等に関するもの 

７ 前各項に掲げるもののほか、5 年保存とする必要があると認めるもの 

５年 

１ 常例的な事務事業の執行に関するもの ３年 
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２ 施設の管理に関するもので軽易なもの 

３ 工事及び物品等に関するもので軽易なもの 

４ 職員の服務及び給与等に関するもので軽易なもの 

５ 前各項に掲げるもののほか、3 年保存とする必要があると認めるもの 

１ 常例的な事務事業の執行に関するもので軽易なもの 

２ 軽易な往復文書で後日参照を必要としないもの 

３ 主務課以外の共通文書に関するもの 

４ 前各項に掲げるもののほか、1 年保存とする必要があると認めるもの 

１年 
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大仙市訓令第２号 

 

大仙市公文書評価選別要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この訓令は、大仙市公文書管理規則（平成２９年大仙市規則第２号。以下「管理規

則」という。）第５１条第１項の規定に基づき、公文書の評価選別に関し、必要な事項を

定めるものとする。 

（評価選別の基本方針） 

第２条 管理規則第２条第５号に規定する歴史公文書等として評価選別すべき公文書の基本

方針は、次に掲げるとおりとする。 

（１） 市の全域的な状況が把握できるもの 

（２） 長期的又は継続的に地域の歴史の流れがわかるもの 

（３） 市の特色ある事象が明確になるもの 

（４） 市民の権利を将来に渡って保証するための証拠となるもの 

（５） 市の事業を跡づけ、市民が検証する対象となるもの 

（６） 残存文書が少ない時期のもの 

（７） 公文書館等と協議のうえ総務課長が定めた特別に評価すべき特記事項に関するも

の 

（評価選別の基準） 

第３条 次に掲げる公文書その他の記録は、原則として歴史公文書等として評価選別する。 

（１） ３０年以上の保存年限を定められたもの 

（２） 昭和の市町村大合併以前の公文書その他の記録 

（３） 広報担当者が撮影した写真やビデオ等の記録のうち、主要なもの 

（４） 自治体史編さん等の過程で作成あるいは収集した公文書及び寄贈を受けたその他

の記録 

２ 前項に掲げるもののほか、歴史公文書等として評価選別する公文書は、次のいずれかに

該当するものとする。 

（１） 市民生活の推移が歴史的に跡付けられる公文書で、次に掲げるもの 

    ア その時代の世相、世論等が象徴的又は特徴的に表れている公文書 

    イ 市民生活に影響が生じた犯罪、事故等に関する公文書 

    ウ 市民活動又は市民の動きを反映している公文書 

    エ 災害及び災害対策活動に関する公文書 

    オ 市民生活における健康、安全、衛生、福祉等に関する公文書 

    カ 生活、自然等の環境について顕著な変化の内容を示す公文書 

    キ 公共性の高い事業に関する公文書 

    ク 画期的又はユニークな活動、建造物等に関する公文書 

    ケ 史跡、入会地、寺社、伝統的な行事が行われる場所その他由緒ある土地、建造

物等に関する公文書 

コ その他市内で起き、又は市にかかわりのあった政治的、経済的又は社会的に重

要な儀式、行事、事件等に関する公文書 
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（２） 市政の推移が歴史的に跡付けられる公文書で、次に掲げるもの 

ア 顕著な行政効果をもたらした事業の実施に関する公文書 

イ 市民の高い関心を呼んだ事業の実施に関する公文書 

ウ 市の総合計画及び部局単位の事業計画の策定及び立案に関する公文書（実施さ

れなかったものにあっては、その計画について市民の高い関心を呼んだものに限

る。） 

エ 多額の事業費を要した事業の実施に関する公文書 

オ 市政の管理運営上重要な公文書  

（細目基準） 

第４条 総務課長は、第３条第２項に規定する基準による公文書の評価選別を適正に行うた

め、次に掲げる公文書の区分により、細目基準を定めなければならない。  

（１） 制度及び組織に関するもの 

ア 地方自治制度に関するもの 

イ 市の廃置分合等に関するもの 

ウ 市の各種制度及び行政組織の新設及び改廃に関するもの 

エ 条例、規則、訓令等の例規に関するもの 

（２） 選挙及び人事に関するもの 

ア 選挙に関するもの 

イ 事務引継書（管理職及び特別職） 

ウ 職員及び各種委員会の人事に関するもの 

（３） 事務事業に関するもの 

ア 調査、統計及び研究に関するもの 

イ 許認可、承認等に関するもの 

ウ 市の総合計画に関するもの 

エ 公共施設の建築等の事業に関するもの 

オ 各種施策、行政運営上のシステム等の導入等に関するもの 

（４） 議会、各種審議会等及び陳情、請願等に関するもの 

ア 議会、各種委員会、審議会、主要会議等の審議経過及び結果に関するもの 

イ 陳情、請願、要望等に関するもの 

（５） 財務に関するもの 

ア 予算、決算及び収支等財政状況に関するもの 

イ 起債、補助金及び貸付金に関するもの 

ウ 市有財産の取得、管理及び処分に関するもの 

エ 監査（事務監査を含む。）、検査等に関するもの 

（６） 争訟等に関するもの 

ア 訴訟、調停、土地収用、審査請求等に関するもの 

イ 行政代執行に関するもの 

（７） 儀式及び表彰に関するもの 

ア 儀式、行事等に関するもの 

イ 叙位、叙勲、褒章、表彰等に関するもの 

（８） 事件、事故、災害等に関するもの 
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（９） 市内の史跡、文化財等に関するもの 

（１０） 外国及び外国人に関するもの 

（１１） その他重要と思われるもの 

（補則） 

第５条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、総務課長が定める。 

 

附 則 

１ この訓令は、平成２９年４月１日から施行する。 

２ この訓令に定める事項については、常に検討を加え、必要があると認めるときは、その

結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 
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   大仙市公文書評価選別細目基準 

 

平成２９年４月１日 

改正 平成３０年４月１日 

総務課長決裁 

 

大仙市公文書評価選別要綱（平成２９年大仙市訓令第２号）第４条の規定に基づき、次の

とおり、公文書の評価選別のための細目基準を定める。 

 

１ 制度及び組織に関するもの 

（１） 地方自治制度に関するもの 

ア 地方自治法関係 

地方自治の基本的事項や組織、運営等を定めた地方自治法及び同施行令の一部

改正に関する公文書（本庁の当該公文書に係る事務を分掌する課等（以下「主務

課」という。）のもの） 

イ 上記を除く制度全般  

公務員関係、財政運営、選挙関係、公営企業関係等の制度に関するもの（主務

課のもの） 

（２） 市の廃置分合等に関するもの 

ア 廃置分合に関する協議等に係る公文書 

イ 市における廃置分合についての審議会等の附属機関における諮問及び答申に係

る公文書 

ウ 市における廃置分合についての議会における議決に係る公文書 

エ 市における廃置分合の実施等に係る住民等からの請願書、陳情書及び要望書等 

（３） 市の各種制度及び行政組織の新設及び改廃に関するもの 

ア 住民生活に係る市の制度の新設及び改廃に関する公文書（主務課のもの） 

イ 市の行政組織の新設及び改廃に関する公文書（主務課のもの） 

（４） 条例、規則、訓令等の例規に関するもの 

ア 条例、規則、告示、公告及び訓令の制定、廃止及び改正に関する公文書（主務

課のもの） 

イ 市行政や住民生活に顕著な効果又は影響を与えた要綱、要領等（例規形式をと

らないものを含む。）の制定、廃止及び大きな改正に係る公文書（主務課のもの） 

ウ 条例、規則等を集めた例規集（主務課のもの） 

 

２ 選挙及び人事に関するもの 

（１） 選挙に関するもの 

ア 市議会の議員及び市長の選挙に関する公文書 

イ 農業委員会委員、財産区議会議員及び市内で行われた土地改良区の役員の選挙

に関する公文書 

ウ 市に対する地方自治法上の選挙に係る直接請求についての公文書（議会の解散

並びに長及び議員の解職についての請求等） 
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（２） 事務引継書 

    ア 市長、副市長、会計管理者、監査委員及び行政委員会の長に係る事務引継書 

    イ 管理職に係る事務引継書 

（３） 職員及び各種委員会の人事に関するもの 

ア 特別職、一般職の任免に関する公文書 

イ 各種委員（法令設置職、附属機関等委員）の任免に関する公文書 

 

３ 事務事業に関するもの 

（１） 調査、統計及び研究に関するもの 

ア 統計 

     （ア） 結果報告書 

（イ） 基幹統計等結果が報告書としてまとめられ公表される統計以外の市の統

計で、臨時的又は独自に実施された統計で重要な内容のものに係る公文書 

イ 調査及び研究 

     （ア） 調査研究報告 

     （イ） 上記報告書に盛り込まれない重要なプロセス、条件等について記載され

た公文書 

     （ウ） 報告書そのものは作成されないが、重要な研究の調査内容等に関する公

文書 

（２） 許認可、承認等に関するもの 

ア 市長許可（認可）に係る公文書（原則として主務課のもの） 

イ 許認可に係る台帳等（開発行為、行政財産の目的外使用、道路占用、河川占用、

都市公園内行為、農地転用、都市計画、砂利採取計画等に係る許認可等） 

（３） 市の総合計画に関するもの 

ア 総合計画策定又は改定に係る最終的な決裁文書、計画書等 

イ 住民討論会等における住民からの計画案に対する意見等を記録した公文書 

ウ 各部局等への計画案に対する照会及び回答に関する公文書 

エ 主務課内における成案取りまとめまでのプロセスを明らかにする公文書 

オ ヒアリングの際等に示された策定の方向等に向けての基本的見解 

（４） 公共施設の建築等の事業に関するもの 

ア 基本構想（調査設計）又はそれに相当する内容の公文書 

イ 基本計画又はそれに相当する内容の公文書 

ウ 実施計画又はそれに相当する内容の公文書 

エ 上記の計画等の策定経過を明らかにする公文書 

オ 事業の実施に関連する各種調査（地質、電波障害、日照等の調査）の結果に関

する公文書 

カ 事業の実施に当たり必要となった各種許認可手続に係る公文書 

キ 事業の実施に係る住民説明会等の記録 

ク 事業の成果に係る公文書 

（５） 各種施策、行政運営上のシステム等の導入等に関するもの 

ア 基本構想又はそれに相当する内容の公文書 
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イ 基本計画又はそれに相当する内容の公文書 

ウ 実施計画又はそれに相当する内容の公文書 

エ 計画等の策定経過を明らかにする公文書 

オ 事業の実施に当たり必要となった各種許認可手続に係る公文書 

カ 実施報告書 

 

４ 議会、各種審議会等及び陳情、請願等に関するもの 

（１） 議会、各種委員会、審議会、主要会議等の審議経過及び結果に関するもの 

ア 市議会（本会議、常任委員会、特別委員会等）に係る公文書 

イ 法律又は条例の定めるところにより設置された審議会に係る公文書 

ウ 要綱、要領等により設置された審議会、プロジェクトチーム等その合議体に係

る公文書 

エ その他の会議等に係る公文書（市の基本的な施策の実施に係る方向性等を公式

に又は実質的に決定する内容をもつもの） 

（２） 陳情、請願、要望等に関するもの 

ア 住民や諸団体からの各種陳情、請願、意見等に関する公文書（主務課のもの） 

イ 広聴会、モニター、世論調査、相談、提案等により住民の意識、要望等がわか

る公文書（主務課のもの） 

ウ 市議会の各会派の要望事項及び回答に係る公文書（主務課のもの） 

 

５ 財務に関するもの 

（１） 予算、決算及び収支等財政状況に関するもの 

ア 予算 

予算編成に関する一連の公文書（主務課のもの） 

イ 決算 

     （ア） 一般会計及び特別会計の決算報告に関する公文書（主務課のもの） 

     （イ） 企業会計の決算報告に関する公文書（主務課のもの） 

（２） 起債、補助金及び貸付金に関するもの 

ア 起債（市債）に関する公文書（主務課のもの） 

イ 国庫補助金（負担金）に関する公文書 

ウ 市補助金及び貸付金に関する公文書 

市の補助金又は貸付金を受けた民間の事業であって、住民生活に顕著な効果を

もたらしたり、話題性に富んでいたものに係る公文書 

（３） 市有財産の取得、管理及び処分に関するもの 

ア 市有財産の取得及び処分に関する公文書 

イ 市有財産の管理に関する公文書（内容の変更が生じた際のもの） 

（４） 監査（事務監査を含む。）、検査等に関するもの 

ア 監査 

（ア） 監査結果報告書（事務監査、財政援助団体に係る監査を含む。） 

（イ） 住民監査請求に係る公文書 

イ 検査 
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（ア） 法令等に基づく組合等の指導、検査、立入調査等に関する公文書 

（イ） 国庫補助等に係る会計検査において事業執行等に指摘のあったもの 

 

６ 争訟等に関するもの 

（１） 訴訟、調停、土地収用、審査請求等に関するもの 

ア 訴訟、調停、土地収用、審査請求に関する公文書 

イ その他の紛争、苦情等の対応に関する公文書 

（２） 行政代執行に関するもの 

ア 行政代執行に関する公文書 

イ 行政代執行に要した費用の徴収に関する公文書 

 

７ 儀式及び表彰に関するもの 

（１） 儀式、行事等に関するもの 

     市内における、又は市に関わりのある儀式、行事等であって、継続的、全国的又

は記念的なもの 

（２） 叙位、叙勲、褒章、表彰等に関するもの 

ア 叙位、叙勲及び褒章に関する公文書 

イ 市による表彰に関する公文書 

ウ 市職員の表彰に関する公文書 

エ 各種表彰等の推薦及び結果に係る公文書 

 

８ 事件、事故、災害等に関するもの 

市内で起きた、又は市に関わりのある大きな出来事についての公文書 

 

９ 市内の史跡、文化財等に関するもの 

（１） 国、県及び市指定の文化財（有形・無形・民俗）に関する公文書 

（２） 国、県及び市指定の史跡、名勝、天然記念物に関する公文書 

（３） 埋蔵文化財に関する公文書 

（４） 指定文化財の管理、遺跡の発掘調査等に対する補助に関する公文書 

 

１０ 外国及び外国人に関するもの 

（１） 市や住民が実施した国際交流に係る公文書（友好都市、芸術、文化、スポーツ、

経済等の交流や派遣、国際交流団体の活動とその支援等） 

（２） 外国人住民との協働による地域づくりであって、市又は住民生活にとって顕著な

効果をもたらしたものに係る公文書 

（３） その他国際化に対応した事業に係る公文書 

 

１１ その他重要と思われるもの 

 

   附 則 

 この基準は、平成２９年４月１日から施行する。 
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   附 則 

 この基準は、平成３０年４月１日から施行する。 
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大仙市公文書評価選別実施要領 

 

平成２９年４月１日 

改正 平成３０年４月１日 

総務課長決裁 

 

（趣旨） 

１ この要領は、大仙市公文書評価選別要綱（平成２９年大仙市訓令第２号。以下「選別要

綱」という。）第５条の規定に基づき、公文書の評価選別の実施に関し、必要な事項を定め

るものとする。 

（評価選別の原則） 

２ 公文書の評価選別は、次の原則に基づいて行う。 

（１） 複数の課で同一の文書を保存している場合は、原則として、主務課又は本庁のも

のを評価選別し、他の課のものは評価選別の対象としない。 

（２） 文書発生年度の特徴的な行事、出来事を確認し、それに係る文書は収集する。 

（３） 一群として作成された文書は、努めて一括して収集する。 

（４） 継続的に収集されている文書については、収集する。 

（５） 事案の内容により、その処理の結果だけではなく処理の経過及び理由を示す文書

も評価選別し、収集する。 

（評価選別の方法） 

３ 公文書の評価選別は、主務課から総務課長指定の書庫へ引き継がれるときに、文書の性

質により保存期間を設定する一次選別を主務課職員が行うものとし、公文書館等に引き継

ぐための二次選別を総務課職員が行うものとする。この場合において、総務課職員は必要

に応じて主務課の意見を聴くものとする。 

（一次選別時の留意事項） 

４ 主務課は、保存期間が１年と定められている公文書（以下「１年保存文書」という。）の

評価選別に当たっては、選別要綱及び大仙市公文書評価選別細目基準（平成２９年４月１

日総務課長決裁。以下「細目基準」という。）によるほか、特に次の事項に留意しなければ

ならない。 

（１） 過去１年間に起きた、又は各所属に関わりのあった大きな行事、儀式、災害、公

害、調査研究等についての記録に関する次のもの 

    ア 第１報が記載された業務日誌、ファクシミリ文書等 

    イ 大きな被害を伴った災害時の気象通報等 

    ウ 大きな行事、儀式等の通知文等 

    工 市独自の調査研究等に係る担当者会議の顛末書等 

（２） 地域の特色、伝統等について記録されているもの 

（３） 地域の連携、地域への貢献等について記録されているもの 

（４） その他市の歴史、行政史等の参考となるもの 

（評価選別した公文書の引渡し） 

５ 主務課等が評価選別した１年保存文書等については、１年を超える保存期間が定められ

ている公文書を総務課長に引き継ぐときに併せて、引き継ぐものとする。 
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（選別されなかった公文書の廃棄） 

６ 選別されなかった公文書については、裁断、溶解、焼却等により確実に、かつ、速やか

に廃棄しなければならない。 

（要領の見直し） 

７ この要領の内容については、社会環境の変化等に対応させるため、随時必要な見直しを

行うものとする。 

 

附 則 

この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成３０年４月１日から施行する。 
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大仙市条例第１２号 

 

大仙市アーカイブズ条例 

 

平成２９年３月２２日公布 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、大仙市の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等を健全な民主主義

の根幹を支える市民共有の知的資源として、主権者である市民が主体的に利用し得るもの

にすることが大仙市の重要な責務であることから、特定歴史公文書等の適切な保存を図り、

もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、大仙市の有するその諸活

動を現在及び将来の市民に説明できるようにすることを目的とする。 

 （設置） 

第２条 歴史資料として重要な公文書その他の記録を保存し、及び利用に供する等のため、

公文書館法（昭和６２年法律第１１５号）第４条第１項に規定する公文書館として、大仙

市アーカイブズを大仙市強首字上野台１番地２に設置する。 

 （職員） 

第３条 大仙市アーカイブズに館長その他必要な職員を置く。 

（大仙市アーカイブズ運営審議会） 

第４条 大仙市アーカイブズの適正な運営を図るため、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第１３８条の４第３項の規定に基づき、大仙市アーカイブズ運営審議会を置く。 

 （委任） 

第５条 大仙市アーカイブズの管理及び大仙市アーカイブズ運営審議会の所掌事務、組織等

必要な事項は、規則で定める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２９年５月３日から施行する。 

 （大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正） 

２ 大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例（平成１７年大仙

市条例第４７号）の一部を次のように改正する。 
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  別表第１中 

 「 

 

 

情報公開・個人情報

保護審査会の委員 

委員 日額  ６,１００  〃  

 

 」を 

委員のうち法律を

業としている者 

日額 ２０,０００  〃 

 

 「 情報公開・個人情報

保護審査会の委員 

委員 日額  ６,１００  〃  

 

  

 

 

 」に 

委員のうち法律を

業としている者 

日額 ２０,０００  〃 

アーカイブズ運営審

議会の委員 

委員 日額  ６,１００  〃 

委員のうち大学教

授等の者 

日額 ２０,０００  〃 

 改める。 
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大仙市規則第９号 

 

大仙市アーカイブズ運営審議会規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、大仙市アーカイブズ条例（平成２９年大仙市条例第１２号）第４条の規定

に基づき、大仙市アーカイブズ運営審議会（以下「審議会」という。）の所掌事務、組織等に

関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （所掌事務等） 

第２条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。 

 （１） 大仙市アーカイブズ（以下「公文書館」という。）の運営に関し、市長の諮問に応じ、

答申すること。 

 （２） 前号の規定にかかわらず、公文書館の運営に関し、市長に意見を述べること。 

 （３） 大仙市アーカイブズ管理規則（平成２９年大仙市規則第１０号）第４条第４項に規定

する諮問に応じ、答申すること。 

 （４） 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。 

２ 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認める場合は、市長その他の市の機関

に対して資料の提出、説明等を求めることができるほか、市の機関以外のものに対して資料の

提出、意見の陳述等の協力を求めることができるものとする。 

 （組織等） 

第３条 審議会は、１０人以内の委員をもって組織する。 

２ 委員は、公文書の管理、公文書館の運営等に関して識見を有する者のうちから、市長が委嘱

する。 

３ 委員の任期は２年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げな

い。 

４ 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様と

する。 

 

 （会長及び副会長） 

第４条 審議会に会長１人及び副会長１人を置くものとし、市長が指名する委員をもって充てる。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理

する。 

 （会議） 

第５条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、全委員の選任又は改選後の最初の会議並び

に第２条第１号及び第３号に規定する場合における最初の会議その他会長が会議を招集する

ことが困難と認められる場合は、市長が招集する。 

２ 会議の議長は、会長が務める。 

３ 会議の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。 
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 （庶務） 

第６条 審議会の庶務は、公文書館において処理する。 

（補則） 

第７条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この規則は、平成２９年５月３日から施行する。 
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大仙市規則第１０号 

 

大仙市アーカイブズ管理規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、大仙市アーカイブズ条例（平成２９年大仙市条例第１２号。第４条第４項

において「条例」という。）第５条の規定に基づき、大仙市アーカイブズ（以下「公文書館」

という。）の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （開館日及び休館日） 

第２条 開館日は、次項に定める休館日を除き、火曜日から土曜日までとする。 

２ 休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。 

（１） 日曜日、月曜日及び祝日 

（２） 年始（１月１日から同月３日まで） 

（３） 年末（１２月２９日から同月３１日まで） 

（４） 特別整理期間（館長が必要と認める期間） 

３ 館長は、必要があると認めるときは、前２項の規定にかかわらず、臨時に開館日又は休館日

を設けることができる。 

（開館時間） 

第３条 公文書館の開館時間は、午前９時から午後５時までとする。 

２ 館長は、必要があると認めるときは、前項に定める開館時間を変更することができる。 

（利用の手続等） 

第４条 公文書館の資料を利用しようとする者（以下「利用者」という。）は、館長の                                         

定める手続を経なければならない。 

２ 前項の場合において、資料の利用に関する館長の決定に不服がある者（職務上資料を利用し

ようとする大仙市職員を除く。）は、市長に対して不服を申し立てることができる。                                             

３ 前項の規定による不服の申立てをしようとする者は、当該申立てに係る決定を受けた日から

１０日以内に当該決定の内容、決定を受けた年月日及び不服の理由を記載した不服申立書に、

必要に応じて、参考となるべき書類を添えて市長に提出しなければならない。 

４ 市長は、不服の申立てがあったときは、当該申立てを却下し、又は当該決定を変更する場合

を除き、条例第４条の大仙市アーカイブズ運営審議会に諮問するものとする。 

５ 市長は、当該申立てに対し、必要な措置をとり、又は前項に規定する諮問をした場合にあっ

ては答申を尊重して必要な措置をとり、その旨を当該申立てをした者に対して通知するものと

する。 

（利用の差し止め等） 

第５条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者については、公文書館の利用を差し止め、又

は退館を命ずることができる。 

 （１） この規則に違反し、又は館長の指示に従わない者 

 （２） 他の利用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあると認められる者 

 （３） 公文書館の資料を紛失し、改ざんし、汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあ
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ると認められる者 

 （４） その他公文書館の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認められる者 

（文書、写真その他の記録の寄贈等） 

第６条 公文書館に文書、写真その他の記録を寄贈し、又は寄託しようとする者は、市長の承認

を受けなければならない。ただし、市長が当該寄贈又は寄託を依頼した場合は、この限りでな

い。 

（補則） 

第７条 この規則に定めるもののほか、公文書館の管理に関し必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この規則は、平成２９年５月３日から施行する。 
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大仙市アーカイブズ資料利用要綱 

平成２９年５月３日 

館長決裁 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、大仙市アーカイブズ管理規則（平成２９年大仙市規則第１０号）第４

条第１項の規定に基づき、大仙市アーカイブズ（以下「公文書館」という。）が保存する特

定歴史公文書等及びこれらの複製物（以下「資料」という。）の利用（閲覧、複写、出版、

掲載、放映等をいう。以下同じ。）に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（資料の利用制限等） 

第２条 次に該当するときは、資料を利用させないものとする。 

（１） 人権を侵害するおそれがある又は個人のプライバシーを侵害するおそれがある資

料 

（２） 整理又は保存上支障がある資料 

（３） 資料を利用させることにより公文書館の業務に支障をきたす、又は支障をきたす

おそれがある場合 

２ 資料の利用について法令又は条例による制限がある場合は、当該法令又は条例の定める

ところによる。 

３ 寄贈又は寄託を受けた資料で、その利用について寄贈者又は寄託者と特約がある場合は、

当該特約によるものとする。 

４ 汚損又は破損のおそれがある資料であって複製が可能なものについては、その複製物を

利用に供するものとする。 

（利用券） 

第３条 館長は、複数回にわたり資料を利用しようとする者に対し、大仙市アーカイブズ利

用券（様式第１号。以下「利用券」という。）を交付することができる。 

２ 利用券の交付を受けようとする者は、大仙市アーカイブズ利用券交付申請書（様式第２

号）を館長に提出しなければならない。この場合において、当該申請者に当該申請者の身

分を証明する書類の提示を求めることができる。 

３ 利用券の交付を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１） 利用券を他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は不正に使用しないこと。 

（２） 利用券を紛失した場合又は記載事項に変更を生じた場合は、その旨を館長に届け

出ること。 

（３） 利用券の必要がなくなったときは、速やかに館長に返還すること。 

４ 館長は、利用券の交付状況を明らかにするため、大仙市アーカイブズ利用券交付台帳（様

式第３号）を作成し、備えておくものとする。 

（閲覧） 

第４条 資料を閲覧しようとする者は、大仙市アーカイブズ資料閲覧・複写申請書（様式第

４号。以下「閲覧・複写申請書」という。）を館長に提出しなければならない。 

２ 資料の閲覧は、館長が指定する閲覧室において行わなければならない。 

３ 閲覧することができる資料の数は、１回につき１０点以内とする。ただし、館長が特に

その必要があり、かつ、適当であると認めた場合は、この限りでない。 
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４ 開架資料は、あらかじめ閲覧・複写申請書を提出することなく、利用者が自由に閲覧で

きる。ただし、閲覧を終了したときは、当該資料を公文書館職員に返却するものとする。 

５ 閉館３０分前から閉館までの間は、資料の閲覧を請求することができない。 

６ 閉架資料の閲覧を終了した者は、直ちに当該資料を公文書館職員に返却しなければなら

ない。この場合において、公文書館職員による資料に異状がない旨の確認を受けなければ

ならない。 

（複写） 

第５条 資料を複写しようとする者は、閲覧・複写申請書を館長に提出しなければならない。 

２ 資料の複写方法は、次のとおりとする。 

（１） 資料の複写は、次号から第４号までに掲げる場合を除き、利用者が持参した機材

により利用者が撮影することにより行うものとする。 

（２） 絵図若しくは彩色資料からの複写は、館長が指定した業者等が行うものとする。

ただし、館長が利用者からの事前の申出等により特に認めたとき、又は原本資料に

おいても、複写機による部分複写等が可能と館長が判断した場合はこの限りでない。 

（３） 映画フィルムの複製物であるビデオテープからの複写は、館長が指定した業者等

が行うものとする。ただし、館長が利用者からの事前の申出等により特に認めたと

きは、この限りでない。 

（４） 原本資料のうちブックスキャナで複写可能な資料及び複製本、又はデジタルデー

タ等の複製物からの複写は、館内の複写機等で公文書館職員が複写物を作成し、そ

れを利用者に提供するものとする。 

３ 利用者は、資料の複写に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１） 前項第３号及び４号の場合を除き、公文書館内の館長の指定する場所で行うこと。 

（２） 資料の原状を変更しないこと。 

（３） 次条第１項の許可を受けずに、複写物を出版、出版物に掲載又は放送番組等で放

映しないこと。 

（４） 著作権等資料に係る権利上必要な手続きは、利用者の責任において行うこと。 

（５） 複写に要する費用は、利用者が負担するものとし、その費用及び納入方法等は次

のとおりとする。 

   ア 複写機等による複写の場合の費用は、用紙１枚に付き１０円（ただし、カラー

の場合は、用紙１枚に付き２０円） 

   イ デジタル情報のコンパクトディスク（ＣＤ―ＲＯＭ）への複写費用は、ＣＤ１

枚に付き１００円（ただし、ＣＤはアーカイブズが用意したものに限る。） 

   ウ 複写に要した費用の納入は、公文書館職員の指示により、複写物の交付の際に

利用者が納入することとする。 

（出版、掲載、放映等） 

第６条 次の各号のいずれかに該当する者は、あらかじめ大仙市アーカイブズ資料出版・掲

載・放映等許可申請書（様式第５号）を館長に提出し、その許可を受けなければならない。 

（１） 複写物の全部又は一部を出版し、出版物に掲載し、又は放送番組等で放映しよう

とする者 

（２） 資料を翻刻して出版し、又は出版物に掲載（論文等への単なる引用は除く。）しよ

うとする者 
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２ 館長は、次の各号のいずれかに掲げる場合には、前項の許可をしないものとする。 

（１） 公文書館の設置の目的に反するおそれがあるとき。 

（２） 公文書館の業務に支障をきたすおそれがあるとき。 

（３） 第三者の人権又はプライバシーを侵害するおそれがあると認められるとき。 

３ 第１項の許可は、大仙市アーカイブズ資料出版・掲載・放映等許可書（様式第６号）を

交付して行うものとする。 

４ 第１項の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１） 大仙市アーカイブズ資料出版・掲載・放映等許可書に記載した事項 

（２） 出版、出版物への掲載又は放送番組等での放映に当たっては、当該資料が公文書

館所蔵である旨（寄託を受けた資料の場合は、公文書館保管である旨及び寄託者名）

を明記し、又は明示すること。 

（３） 第三者の人権及びプライバシーを侵害することのないよう、細心の注意を払うこ

と。 

（４） 著作権等資料に係る権利上必要な手続きは、利用者の責任において行うこと。 

５ 第１項の許可を受けた者は、目的の達成後速やかに、成果品を添えて、大仙市アーカイ

ブズ資料出版・掲載・放映等完了報告書（様式第７号）を館長に提出しなければならない。

この場合において、当該成果品の全部では多額の費用を要する等の理由があるときは、館

長の承認を得て、該当する部分の複写物をもって成果品に替えることができる。 

（利用相談） 

第７条 資料の利用に関する相談は、文書、口頭、電話等の方法により申込むものとする。 

２ 前項の利用相談及びその回答に係る事項については、これを記録しておくものとする。 

３ 次に掲げる事項の相談については、これを受け付けないものとする。 

（１） 人権侵害等の理由により、公表することが不適当なもの 

（２） 文書等の鑑定、価額評価等に関するもの 

（３） 学習課題、懸賞問題等の解答に関するもの 

（４） 特に経費若しくは時間又は過大な調査を要し、公文書館の業務に支障をきたすお

それがあるもの 

（館外貸出し） 

第８条 資料の館外貸出しについては、これを行わないものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、館長は、次に掲げる条件をすべて満たす場合（特に館長が認

める場合を除く。）は、資料の館外貸出しを行うことができる。 

（１） 国又は地方公共団体が展示等公益を目的とする事業の用に供するとき又は学校等

が教育目的で使用するとき。 

（２） 資料の管理が厳重に行われ、かつ、防災上万全であると認められるとき。 

（３） 利用又は輸送により、資料の保存上支障が生ずるおそれがないとき。 

（４） 公文書館の業務に支障をきたすおそれがないとき。 

３ 館外貸出しを受けようとする者は、大仙市アーカイブズ資料館外貸出許可申請書（様式

第７号）を館長に提出し、その許可を受けなければならない。 

４ 館長は、前項の館外貸出しの申請があったときは、調査の上、その可否を決定しなけれ

ばならない。 

５ 第３項の許可は、大仙市アーカイブズ資料館外貸出許可書（様式第８号）を交付して行



No.2-4 

- 53 - 

 

うものとする。 

６ 館外貸出しの期間は、３０日以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めた場合

は、この限りでない。 

７ 館外貸出しを受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１） 大仙市アーカイブズ資料館外貸出許可書に記載した事項 

（２） 館外貸出しを受けた資料を転貸し、又は複写させないこと。 

（３） 館外貸出しを受けた資料を展示する場合は、当該資料が公文書館所蔵である旨（寄

託を受けた資料の場合は、公文書館保管である旨及び寄託者名）を表示すること。 

（４） 館外貸出しを受けた資料は、貸出し前の状態で返却すること。 

（５） 資料の複写、出版、掲載、放映等は、第５条又は第６条の規定によること。 

 

附 則 

この要綱は、平成２９年５月３日から施行する。 
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大仙市アーカイブズ資料市職員閲覧借用要綱 

平成２９年５月３日 

館長決裁 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、大仙市アーカイブズ管理規則（平成２９年大仙市規則第１０号）第４

条第１項の規定に基づき、大仙市職員（以下「職員」という。）が職務上、大仙市アーカイ

ブズ（以下「公文書館」という。）が保存する特定歴史公文書等及びこれらの複製物（以下

「資料」という。）を閲覧し、又は借用する場合について、必要な事項を定めるものとする。 

２ 前項に規定する職員の閲覧及び借用については、大仙市アーカイブズ資料利用要綱（平

成２９年５月３日館長決裁）の規定にかかわらず、この要綱の定めるところによる。 

（手続等） 

第２条 資料を職務上閲覧し、又は借用しようとする職員は、身分証明書を提示し、大仙市

アーカイブズ資料市職員閲覧・借用申請書（様式第１号）を公文書館長（以下「館長」と

いう。）に提出するものとする。 

２ 館長は、次のいずれかに掲げる場合は、閲覧又は借用を承認しないことができる。 

（１） 資料の保存上支障が生ずるおそれがあるとき。 

（２） 公文書館の業務に支障をきたすおそれがあるとき。 

３ 職員は、資料を閲覧し、又は借用する場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならな

い。 

（１） 資料を紛失し、汚損し、又は破損しないこと。 

（２） 簿冊から資料を抜き取り、簿冊にとじ込まれた資料を取り替え、又は資料の記載

内容を変更しないこと。 

（３） 閲覧は、館長の指定する場所で行うこと。 

（４） 借用した資料を転貸しないこと。 

（５） 借用した資料を返却するときは、公文書館事務室に持参し、公文書館職員から当

該資料に異状がないことの確認を受けること。 

４ 借用期間は１５日以内とする。ただし、館長が特に認める場合は、この限りでない。 

５ 借用期間を延長する場合は、資料借用期間延長申請書（様式第２号）を館長に提出し、

承認を得ること。 

 

附 則 

この要綱は、平成２９年５月３日から施行する。 
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大仙市告示第５８号 

 

大仙市アーカイブズ資料寄贈寄託受入要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は、大仙市アーカイブズ管理規則（平成２９年大仙市規則第１０号）第６

条の規定に基づき、歴史資料として重要な文書、写真その他の記録（以下「歴史資料」と

いう。）の寄贈又は寄託の受入れ等に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（申込み） 

第２条 公文書館に歴史資料を寄贈し、又は寄託しようとする者は、歴史資料寄贈(寄託）申

込書（様式第１号）を市長に提出しなければなければならない。ただし、市長が当該寄贈

又は寄託を依頼した場合は、この限りでない。              （承認） 

第３条 市長は、前項の申込みを受理したときは、当該寄贈又は寄託の可否を決定し、歴史

資料寄贈（寄託）承認（不承認）書（様式第２号）により当該申込者に通知するものとす

る。 

（寄贈歴史資料の受入れ） 

第４条 市長は、寄贈された歴史資料を受入れたときは、寄贈歴史資料受領書（様式第３号）

に当該歴史資料の目録を添えて交付する。この場合において、感謝状（様式第４号）及び

記念品を寄贈者に贈呈できるものとする。 

（寄託歴史資料の受入れ） 

第５条 市長は、歴史資料の寄託を受け入れるときは、当該歴史資料の目録を添付した歴史

資料寄託契約書（様式第５号）を取り交わすものとする。この場合において、感謝状を寄

託者に贈呈できるものとする。 

２ 寄託の期間は、おおむね３年とする。 

（寄贈及び寄託歴史資料の管理） 

第６条 寄贈された歴史資料及び寄託された歴史資料の整理、保管及び補修については、既

に収蔵している公文書館の歴史資料と同等に行うものとする。 

２ 市は、寄託された歴史資料の通常の管理に必要な経費を負担するものとする。 

（寄託歴史資料の利用） 

第７条 寄託された歴史資料の複製物の作成、出版については、既に収蔵している公文書館

の歴史資料の例によって行うことができるものとする。ただし、館外貸出しについては寄

託者の承諾を得たものに限り、できるものとする。 

２ 前項ただし書きに規定する館外貸出しを行う場合において、寄託者の申出により特約を

付与することを妨げないものとする。 

（損害賠償の免除） 

第８条 市は、天災その他の不可抗力により寄託された歴史資料が損害を受けたときは、そ

の損害を賠償しないものとする。 

（補則） 

第９条 この告示に定めるもののほか、歴史資料の寄贈及び寄託に関し必要な事項は、館長

が別に定める。 
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附 則 

この告示は、平成２９年５月３日から施行する。 
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大仙市アーカイブズ資料整理公開要領 

 

平成２９年５月３日 

改正 平成３０年４月１日 

館長決裁 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、特定歴史公文書等の整理及び公開基準、並びに行政刊行物の整理に関

し、必要な事項を定めるものとする。 

（特定歴史公文書等の整理区分） 

第２条 特定歴史公文書等の整理区分は、次のとおりとする。 

（１）  行政文書 

（２）  その他の記録 行政文書以外で市政若しくは産業又は市民生活の動きを記した

文書等 

（３） 映像等資料 

ア 原本 当該映像等資料の製作当時の媒体のもの 

イ デジタル原本版 原本の複製物でデジタル化されたものであって原本扱いさ

れるもの 

（４） 複製物 行政文書、その他の記録及び映像等資料の複製物 

（利用に供するまでの手順） 

第３条 特定歴史公文書等を利用に供するまでの手順は、次のとおりとする。 

（１） 目録の作成 

（２） プライバシー等の点検 

（データベースによる目録管理） 

第４条 特定歴史公文書等の目録は、データベースシステムに項目を入力して管理するもの

とする。 

（プライバシー等の点検） 

第５条 特定歴史公文書等を利用に供するに当たり、別記より、あらかじめ個人、又は事業

者の権利を侵害するおそれのある情報の有無を点検しなければならい。 

（特定歴史公文書等の保存場所及び排架順序） 

第６条 特定歴史公文書等のうち、行政文書にあっては大書庫に、その他の記録にあっては

貴重書庫に、映像等資料にあってはＣＤ、ＤＶＤ保管室にそれぞれ保存するものとし、複

製物にあっては当該原本等と同様とする。ただし、館長が特に認める場合は、この限りで

ない。 

２ 前項の規定にかかわらず、特に必要と館長が認める場合は、特定歴史公文書等を特別貴

重書庫に保存することができる。 

３ 特定歴史公文書等の排架順序は、概ね次のとおりとする。 

（１） 行政文書 引渡年度順－引渡課所順 

（２） その他の記録 寄贈又は寄託者ごと－ 記録内容ごと－ 作成日順 

（３） 映像等資料 作成日順 

（特定歴史公文書等の廃棄等） 
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第７条 次の特定歴史公文書等については、大仙市アーカイブズ運営審議会の意見を聞いた

うえで、市長決裁により廃棄することができる。 

（１） 特定歴史公文書等として価値が無いと認められるもの 

（２） 利用が不可能な程度に劣化し、又は損壊していると認められるもの 

２ 前項の場合において、当該特定歴史公文書等が寄託されたものであるときは、当該歴史

公文書等の返還、廃棄等について、当該寄託者と協議するものとする。 

３ 第１項の場合において、当該特定歴史公文書等が寄贈されたものであるときは、当該歴

史公文書等の返還、廃棄等について、当該寄贈者と協議することができる。 

（行政刊行物等の定義） 

第８条 この要領において「行政刊行物等」とは、次のものをいう。 

大仙市、国、県若しくは県内他市町村、又は県外公文書館が作成した行政白書、自治体

史、自治体広報、市町村勢要覧、年報、目録、研究紀要等、パンフレット、リーフレット、

ポスターその他の印刷物、又は作成者のいかんにかかわらず大仙市所蔵資料を引用した書

籍その他の印刷物 

（行政刊行物等の保存場所及び排架順序） 

第９条 行政刊行物等は、閲覧室に保存する。ただし、館長が特に認める場合は、この限り

でない。 

２ 行政刊行物等の排架順序は、概ね次のとおりとする。 

作成者ごと－ 刊行物ごと－ 号数順 

 

附 則 

この要領は、平成２９年５月３日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成３０年４月１日から施行する。 
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